
 

 

 

 

 

 

身体拘束等の適正化のための指針 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団せんだん会 

居宅介護支援事業所 

みどり介護支援センター 

  



1 

 

1. 目次 

１ 身体拘束等の適正化に関する基本的考え方 ............................................. 2  

２ 身体拘束廃止に向けた体制 ................................................................... 3  

３ 身体拘束等適正化のための職員研修に関する基本方針 .............................. 4  

４ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 ............................................. 4  

５ 緊急やむを得ない場合の対応に関する基本方針 ........................................ 5  

６ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の基本方針 ........................... 7  

７ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 ................................. 7  

８ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 ........................ 7  

 

  

  



2 

 

１ 身体拘束等の適正化に関する基本的考え方 

身体拘束は、利用者の行動を制限し、身体的・精神的に重大な影響を及ぼす。その結果、

利用者の尊厳の保持と自立を阻害するなど、深刻な弊害をもたらす恐れがある。 

そのため、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行

ってはならない。 

事業所は、身体拘束等を回避するための環境整備とケアの工夫を継続し、職員が適切な

対応を行えるよう研修や代替手段の検討を徹底する。 

（１） 身体拘束等の具体例 

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」であり、次のような行為が具体例として挙

げられる。 

① 移動の制限 

 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

 転落を防ぐために、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

 自分で降りられないように、ベッドをサイドレールで囲む。 

② 医療処置を理由とする拘束 

 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

 皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手装具をつける。 

③ 座位・立位の制限 

 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベ 

ルト、車いすテーブルをつける。 

 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

④ 衣服による制限 

 脱衣やオムツ外しを防ぐために、つなぎ服（介護衣）を着せる。 

⑤ 他者への影響を理由とした制限 

 他の利用者への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑥ 薬物による行動の制限 

 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑦ 隔離 

 自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。 

（２） 身体拘束等の弊害 

身体拘束等は、利用者の身体・精神・社会的な側面に深刻な影響を及ぼす。主な弊害は 

以下のとおりである。 

① 身体的な影響：筋力低下、関節拘縮、褥瘡、誤嚥のリスク増加 

② 精神的な影響：強い不安感、抑うつ、認知症の進行 

③ 社会的な影響：利用者・家族の不信感増加、介護の質の低下 
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（３） 身体拘束等の原則禁止 

身体拘束等は、利用者の尊厳を害し、自立を阻害するなどの重大な弊害をもたらすため、 

原則として行わない。 

職員の業務の都合や介護の効率化を目的とした身体的拘束等は、いかなる場合も認めら 

れない。 

（４） 代替手段の検討 

身体拘束等をやむを得ず行う前に、まず代替手段を検討し、拘束を回避する方法を最大

限追求する必要がある。 

多職種間でのアセスメントや、外部専門家との連携を通じて、利用者の行動の背景を探り、 

可能な限り拘束を回避するケア方法を追求する。 

例外的に身体拘束等を行った場合でも、その解除に向けた創意工夫を継続し、拘束を必 

要としない環境の実現を目指す。 

（５） 緊急やむを得ない場合の対応 

利用者や他の利用者の生命や身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に限り、一時 

的に身体拘束等を行うことができる。 

ただし、以下の３要件をすべて満たした場合に限る。 

① 切迫性：利用者や他者の生命・身体に重大な危険が差し迫っている。 

② 非代替性：他に有効な手段がなく、身体拘束等を回避できない。 

③ 一時性：必要最小限の時間のみ実施し、速やかに解除する。 

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の本人の心身 

の状況等を記録する。 

（６） 組織全体での取り組み 

身体拘束等の廃止・防止は、事業所全体で一丸となって取り組むべき課題である。 

管理者を含む全職員が共通の認識を持ち、適正化に向けた取り組みを推進する必要があ

る。そのため、職員研修の定期的な実施、トップのリーダーシップの強化を通じて、身体拘

束等を防止するための職場環境の整備に取り組む。 

 

２ 身体拘束廃止に向けた体制 

（１） 身体拘束適正化委員会の設置  

当事業所では、身体拘束廃止に向けて「身体拘束適正化委員会」を設置します。  

［設置目的］  

・ 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討  

・ 身体拘束をせざるを得ない場合の検討及び手続き  

・ 身体拘束を実施した場合の解除の方法の検討  

・ 身体拘束廃止に関する取り組みの全職員への指導  

（２）委員長の役割  
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委員長は事業所の管理者が務め、委員会の連営と指導を担う。  

（３）開催頻度  

委員会は定期的（3 か月に 1 回）かつ必要に応じて開催する。  

（４）他の委員会と一体的な設置・運営  

必要に応じて、他の委員会と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。  

（５）他のサービス事者との連携  

他のサービス事業者と協力し、広範な視野での身体拘束廃止策を検討することも可能である。  

（６）遠隔会議システムの利用  

委員会の実施にあたっては、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことがで

きるものとする。  

（７）検討事項  

委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は職員に周知徹底を図る。  

・ ３要件（切迫性・非代替性・一時性）再確認・虐待の防止のための指針の整備に関すること  

・ 身体拘束を行っている利用者がいる場合  

要件の該当状況を個別に具体的に検討し、併せて、利用者の心身への弊害、拘束をしない

場合のリスクを評価し、拘束の解除に向けて検討する。  

・ 身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合  

３要件の該当状況、特に代替案を検討する。  

・ 身体拘束に関する職員間での意識啓発や予防策等、必要事項の確認、見直し  

・ 今後の予定（職員研修、次回委員会）に関する事項  

・ その他身体拘束等に関する事項 

 

３ 身体拘束等適正化のための職員研修に関する基本方針  

サービスに関わる全ての職員に対して、本指針に基づき、利用者の人権を尊重したケア 

の励行を進めると共に、身体拘束等の適正化に関する基礎的内容や適切な知識を普及、啓 

発することを目的に研修を行う。  

（１）研修プログラムの作成  

本指針に基づいた研修プログラムを作成し、職員教育の徹底を図る。  

（２）研修頻度  

定期的な研修（年 2 回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。  

（３）研修内容の記録  

研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。 

 

４ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

在宅介護の場面においても、身体拘束等は原則として禁止されている。しかし、家族が適

切な介護方法を知らず、やむを得ず身体拘束等を行ってしまう場合がある。 
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そのため、利用者宅で身体拘束等を発見した場合、家族に適切な介護方法を助言し、改善を

促す。 

（１） 発見した職員の対応 

家族による身体拘束等を発見した場合は、直ちに事業所の管理者へ報告するとともに、関

係者と情報を共有する。 

また、関係するサービス提供事業所や医療機関とも連携し、家族が適切な介護を行える環境

を整えることが重要である。 

（２） あんしんすこやかセンターとの連携 

高齢者虐待防止法に基づき、各区役所保健福祉課 虐待防止担当窓口または各あんしん

すこやかセンターへ速やかに通報し、適切な支援策を講じる。 

（３） 家族に対する支援 

管理者または担当者は、家族と面談し、身体拘束等の影響について説明し、適切な介護方

法を助言する。 

家族が介護負担のために身体拘束等を行っている場合は、負担軽減のための介護サービ

ス（デイサービス、ショートステイ等）を提案する。 

 

５ 緊急やむを得ない場合の対応に関する基本方針 

身体拘束等は、利用者の尊厳を損ない、身体的・精神的に重大な影響を及ぼすため、原

則として禁止される。しかし、利用者や他の利用者の生命・身体に重大な危険が差し迫り、他

に代替手段がなく、必要最小限の時間に限られる場合に限り、緊急やむを得ない措置として

一時的に実施することができる。  

この対応は、例外的かつ最小限に留める必要があり、職員が独断で判断することは認めら

れない。必ず管理者や関係機関と協議し、慎重な検討と適正な手続きを経た上で実施するこ

とが求められる。 

（１） 緊急やむを得ない場合の三つの要件 

緊急やむを得ない場合として認められるには、以下の 3 要件をすべて満たす必要がある。 

要件 判断基準 この判断を行う前に特に確

認すべきポイント 

①切迫性 身体拘束その他の行動制限が一時的なも

のであること 

・身体拘束をしない場合、本

人等の生命または身体がど

のような危険にさらされるの

か 

・それはどのような情報から

確認できるのか 

・他の関係機関や医療職は

どのような見解を持っている
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のか 

②非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代

替する方法がないこと 

・代替方法を実際行ってみ

た結果について十分に検討

できているか・介護技術・環

境整備・見守り強化など、代

替手段がないか 

・代替方法の洗い出しにあ

たり、複数の職員や多職種

での検討を行ったか 

・代替方法を実際行ってみ

た結果について十分に検討

できているか 

③一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なも

のであること 

・本人の状態像等に応じて

必要とされる最も短い拘束

時間を想定したか。それは

何月何日の何時から何月 

何日の何時までなのか。ま

た、1 日のうちの何時から何

時までなのか。 

 

・その判断にあたり、本人・

家族・本人にかかわっている

関係者・関係機関で検討し

たか 

参照：介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 

（２） 緊急やむを得ない場合に求められる手続き 

① 関係者・関係機関全員での検討 

緊急やむを得ない状況においても、身体拘束等の実施は職員個人の判断で行うべきで

はない。必ず、管理者や医療職、介護職を含む多職種チームでの検討を経て、３要件（切

迫性・非代替性・一時性）を満たしているか確認する必要がある。必要に応じてあんしんすこ

やかセンターや神戸市の関係機関と連携し、適正性を慎重に判断する。 

② 本人や家族に対する説明と同意 

緊急やむを得ない身体拘束等を実施する場合には、別紙「緊急やむを得ない身体拘束

に関する説明書」を用いて、身体拘束等が必要となる理由、方法、時間帯、期間等を詳細

に説明したうえで、同意を得ることとする。 

当該説明書は、管理者が責任を持って適切に管理し、事業所内で情報共有を行う。 
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③ 三つの要件の再検討および該当しなくなった場合の解除 

緊急やむを得ない身体拘束等を実施した場合、定期的に３要件（切迫性・非代替性・一

時性）を再検討し、要件を満たさなくなった時点で速やかに解除する必要がある。管理者や

多職種が拘束の必要性を評価し、状況の変化や代替手段の導入可能性を慎重に確認する。 

（３） 緊急やむを得ない場合に記録すべき内容 

緊急やむを得ない身体拘束等を実施した場合には、別紙「緊急やむを得ない身体拘束に 

関する利用者の日々の態様記録」を用いて、利用者の状態や心身の変化を詳細に記録す 

ることとする。 

当該記録は、管理者が責任を持って適切に管理し、５年間保存する。また、職員間で情報 

共有を行い、適切なケアの実施に活用する。 

 

６ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の基本方針 

事業所内で、緊急やむを得ない場合の対応に該当しない身体拘束等が発見された場合、

その状況を確認し、利用者の安全確保を最優先に対応した上で、管理者に報告する。報告を

受けた管理者は、状況を把握し、記録を作成するとともに、必要に応じて関係機関と連携し、

高齢者虐待防止法に基づく通報を行う。 

 

７ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

利用者や家族が閲覧できるよう、本指針を事業所内に掲示すると共に事業所のホームペー

ジに掲載する。 

 

８ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

事業所における身体拘束等の適正化は、利用者の尊厳を守り、自立した生活を支援する

上で極めて重要である。そのため、本事業所では、管理者が身体拘束適正化の推進に責任

を持ち、全体の取り組みを主導するものとする。 

さらに、地域の関係機関と連携し、地域全体においても身体拘束等のないケアの普及に貢

献できるよう努める。 

 

 

 

 

 

附則 

本指針は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 


